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第１章 計画の基本的事項              

 

１． 計画策定の趣旨と目標  

  

 介護保険制度が施行された２０００年（平成１２年）当時、約９００万人だった７５歳

以上の高齢者（後期高齢者）は、現在１，８００万人を超え、いわゆる団塊の世代が後期

高齢者となる２０２５年（令和７年）には２，１８０万人を突破することが見込まれてお

ります。さらに２０４０年（令和２２年）には、高齢者人口はピークになるとされる一方、

現役世代が急減し、高齢者を看護する医療・介護の働き手が不足するなど、大きな課題が

待ち構えています。 

  こうした高齢化の一層の進展、現役世代の急減という２０４０年の人口構造に対応し

ていくためには、多くの人が意欲や能力に応じて社会の担い手としてより長く活躍でき

る環境を整備するとともに、高齢者が自立した日常生活を営むことを可能としていくた

め、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地

域包括ケアシステム」を地域の実情に応じて構築していく必要があります。 

また、令和１年１２月、中国から世界各地に広がり、日本国内においても感染拡大し、

経済や医療など多くの現場に多大な影響を与えた新型コロナウイルス感染症は、これま

での生活スタイルを一変させました。 

介護サービスは高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持するうえで不可

欠なものであり、感染症対策を徹底しつつ、必要なサービスを提供する体制を構築してい

く必要があります。 

  町内においては、第７期計画期間である令和２年４月に２ユニット（定員１８名）のグ

ループホームが開設されました。認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住

み慣れた環境で暮らし続けることができる地域を目指します。 

  このような状況を踏まえ、当町の高齢者が、健康で、生きがいを持ち、安心していつま

でも住み慣れた地域で暮らせるように『一人ひとりが笑顔あふれ 心豊かでぬくもりの

あるまち』を目指し、必要なサービス提供体制の整備や取組むべき方策等を、この度の「第

８期知内町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」により施策展開を図ろうとするもの

です。 

 

 

２． 計画の位置づけ・期間  

 

（１）計画の根拠と位置づけ 

 本計画は、老人福祉法第２０条の８（高齢者保健福祉計画）及び介護保険法第１１７条

（介護保険事業計画）に基づき策定するものです。 
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国や北海道から示された計画策定についての指針及び「知内町まちづくり総合計画」を

基調に、高齢者保健福祉、介護保険の双方の計画を一体的に作成し、総合的かつ計画的に

事業推進するために策定します。 

 

 

（２）計画の期間 

  本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。 

 計画の達成状況や介護サービスの需要、介護保険財政状況等を踏まえて毎年度見直し

を行い、最終年度に当たる令和５年度には、第９期の計画を策定します。 

R３ R４ R５ R６ R７ R８ 

      

 

 

３． 計画策定に向けた取組み  

 

  本計画は、高齢者保健福祉事業及び介護保険事業の運営主管課である生活福祉課のほ

か、高齢者と関係のある部署との連携を図りながら策定しました。 

  また、広く関係者や町民の意見を反映する観点から「知内町介護保険運営協議会」及び

介護サービス事業者等の参加で開催されている「地域ケア会議」において計画内容等に関

して意見をいただきました。 

 

 

４． 計画の公表と地域包括ケアシステムの普及啓発  

 

  本計画は、町の広報誌やホームページ等を利用して公表し、町民の理解と協力を深めま

す。 

  さらに、地域包括ケアシステムの構築には、地域の住民、介護者、介護事業者、民間企

業、地域の諸団体などにより支えられるものであることから、さまざまな経路や手法によ

り、地域が目指す方向に対する理解が関係者間で共有でき、多様かつ積極的な取組みを進

めるための普及啓発を図ります。 

第８期計画 

第９期計画 見直し・策定 

 見直し・策定 
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５． 計画の達成状況の点検及び評価  

 

  この計画については、高齢者の自立支援の効果、地域における日常生活の継続の状況、

介護保険サービスの量等を分析かつ評価し、各年度において、その達成状況を点検し、こ

の結果に基づいて対策を実施します。 

さらに、介護保険運営協議会においても、毎年度、計画の達成状況を点検し、この結果

に基づいて必要な対策を検討します。 

 

 

 

認知症グループホームこもれび（令和２年４月開設） 
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第２章 高齢者の現状と将来推計          

 

１． 高齢者の現状と将来推計  

 

（１）高齢者人口 

知内町の総人口は、年々減少傾向にあります。平成２７年度の４，７０３人から令和２

年度の４,２１９人まで、５年間で約１０．３％の減少となり、年間平均約２．１％の減少

が続いています。 

６５歳以上の高齢者人口については、５年間で約４．１％の増加となり、年間平均約

１％の増加となっています。 

将来推計では、町の総人口は令和３年度以降も引き続き減少傾向であり、令和５年度に

は４，０００人を割り、その先、現役世代（担い手）が急減すると言われる令和２２年に

は、町の総人口は 2，５７７人、令和 3 年度との比較では３７．６％減少すると見込ま

れています。 

高齢者人口については、令和３年度がピークとなりますが、後期高齢者については増加

傾向が続き、高齢化率についても、令和３年度には４０％を超え、令和２２年度は、５０％

超の見込みとなっています。 

 

《知内町の人口の現状と推計》 

          

  H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R22 

総人口 4,703 4,643 4,497 4,418 4,345 4,219 4,133 4,046 3,960 2,577 

65歳未満人口 3,087 2,995 2,824 2,737 2,667 2,537 2,444 2,362 2,287 1,263 

高齢者人口 1,616 1,648 1,673 1,681 1,678 1,682 1,689 1,684 1,673 1,314 

  
前期高齢者 

(65～74 歳) 
770 779 797 814 800 800 785 765 740 452 

  
後期高齢者 

(75歳以上) 
846 869 876 867 878 882 904 919 933 862 

高齢化率 34.4% 35.5% 37.2% 38.0% 38.6% 39.9% 40.9% 41.6% 42.2% 51.0% 

※各年 4 月末日現在の人口（住民基本台帳より） 

※令和 3 年度以降については、国立社会保障・人口問題研究所の推計による。 
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《知内町の人口推移グラフ》 

 

〔単位：人〕                             〔単位：％〕 

 

 

※平成 27 年度から令和 1 年度までは各年４月末日現在住民基本台帳より抜粋し、令和 2 年度以降につい

ては、国立社会保障・人口問題研究所の推計見込み。 
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（２）被保険者数及び要介護認定者数 

平成１２年度の介護保険制度開始時における要介護認定者数は、２２０人（認定率１６.

０％）、以降年々増加し、令和１年度は３３８人（認定率２０．１％）、令和５年度は３５

３人（認定率２１.１％）、その後も増加傾向は続くものと見込み、令和２２年度は、３６

３人（認定率２７.６％）と推計しました。 

 

《６５歳以上の介護認定者数の現状と推計》 

 

  H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R22 

要
支
援 

1 48 53 56 53 64 69 70 72 72 68 

2 42 37 40 42 43 49 47 47 47 46 

要
介
護 

1 65 68 67 60 60 57 56 57 59 61 

2 31 49 47 51 39 42 40 40 41 43 

3 39 39 37 36 46 44 45 44 45 48 

4 38 33 43 44 46 51 50 50 50 54 

5 39 46 37 38 40 39 40 40 39 43 

認定者 

合 計 
302 325 327 324 338 341 348 350 353 363 

認定率 18.7％ 19.7％ 19.5％ 19.3% 20.1% 20.3% 20.6% 20.8% 21.1% 27.6% 

※第２号被保険者の認定者は含まない。 

※平成２７年度から令和 1 年度までは介護保険事業状況報告の年報、令和２年度から令和２２年度は推計

値。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔単位：人〕 
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《６５歳以上の介護認定者数グラフ》 

 

 

〔単位：人〕                             〔単位：％〕 

 

※平成２７年度から令和元年度は介護保険事業状況報告の年報、令和２年度から令和２２年度は推計値。 
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２． 高齢者の現状  

 

（１）医療費の状況 

①後期高齢者一人当たり医療費            （単位：円） 

 H2９ H３０ R1 

知内町 973,338 964,735 966,905 

北海道 1,095,259 1,091,309 1,102,241 

 

 ②疾病構成割合件数上位（令和 1年度） 

【入院】 

 後期高齢者（75歳以上） 74歳以下 

1位 循環器(不整脈、心臓弁膜症) 31.1% 新生物(がん) 18.3% 

２位 筋骨格(骨粗しょう症) 8.6% 血液(血液疾患、免疫障害) 15.4% 

３位 新生物(がん) 8.6% 循環器(心臓弁膜症、不整脈) 14.7% 

４位 損傷中毒(骨折) 8.3% 神経(神経疾患) 12.7% 

５位 呼吸器(気管支喘息) 8.0% 筋骨格(関節疾患) 10.8% 

【外来】 

 後期高齢者（75歳以上） 74歳以下 

1位 循環器(不整脈、高血圧症) 17.9% 内分泌(糖尿病、脂質異常症) 15.7% 

２位 尿路性器(慢性腎臓病) 17.3% 循環器(高血圧症、不整脈) 12.6% 

３位 筋骨格(骨粗しょう症、関節疾患) 15.6% 新生物(がん) 12.6% 

４位 内分泌(糖尿病、脂質異常症) 11.7% 筋骨格(関節疾患) 11.4% 

５位 新生物(がん) 7.6% 呼吸器(気管支喘息) 9.2% 

 

  当町の後期高齢者一人当たり医療費は、北海道平均と比較すると下回っており、平成２

９年度以降は小幅な増減となっています。 

当町における疾患の状況として、後期高齢者（75歳以上）では入院・外来ともに「循

環器」が最も多くなっています。74歳以下では入院の 1位が「新生物」、外来の 1位が

「内分泌」となっています。心臓弁膜症や心不全などの循環器系疾患は、高齢化とともに

かかる可能性が高くなる病気ですが、生活習慣の見直しで予防できる病気でもあります。 

また、74歳以下の上位に挙げられている新生物や内分泌等の疾患も生活習慣が原因で

起こる疾患であり、若い頃からの生活習慣病予防が将来の介護予防となるので、早期から

健康への関心を高めることが必要です。 
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（２）新規要介護認定者の状況 

  

●年齢別 

  65 未満 65～ 70～ 75～ 80～ 85～ 90 以上 平均年齢 

H29 1人 8人 3人 14人 9人 22人 ８人 80.6 

H30 4人 7人 2人 15人 17人 15人 6人 80.1 

R1 2人 6人 7人 15人 17人 18人 5人 79.8 

  

《新規要介護認定者年齢別グラフ》 

  〔単位：人〕 
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●疾患別人数 

  H29 H30 R1 

新規認定者数 65人 66名 70名 

整形疾患 １３人 20.0％ １９人 33.3％ 16人 22.9％ 

認知症 １６人 24.6％ 7人 6.9％ 14人 20.0％ 

脳疾患 ７人 10.8％ 9人 13.9％ 7人 10.0％ 

心疾患 ３人 4.6％ 8人 8.3％ 9人 12.9％ 

肺疾患 ３人 4.6％ 4人 4.2％ 1人 1.4％ 

腎疾患 ２人 3.1％ 3人 1.4％ 2人 2.9％ 

肝・胆のう・膵臓 ２人 3.1％ - - 4人 5.7％ 

がん ８人 12.3％ 6人 9.0％ 7人 10.0％ 

糖尿病 ３人 4.6％ - - 2人 2.9％ 

難病 ３人 21.1％ 6人 30.0％ 3人 18.8％ 

精神疾患 ２人 12.5％ - - - - 

その他 ３人 42.9％ 4人 44.4％ 5人 71.4％ 

 

新規の要介護認定者は少しずつ増えています。特に７５歳以上で急増しています。今後は

後期高齢者人口が増えていくので、介護認定率も上がっていくことが予測されます。 

また、５０代、60代で介護認定を受ける方もいます。「整形疾患」、「脳卒中」、「認知症」

が要介護の三大要因です。 

若い頃から、筋骨格系を丈夫に保つこと、生活習慣病の予防、認知症予防への取組みが必

要です。 
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（３）認知症の状況（介護認定審査会主治医意見書より） 

 

 ●認知症高齢者数（第 2号被保険者含む） 

  
要介護 認知症高齢者の日常生活自立度  

認定者数 Ⅱａ Ⅱｂ Ⅲａ Ⅲｂ Ⅳ Ｍ 計 

H29 334 
21 87 59 10 22 2 ２０１ 

6％ 26％ 18％ 3％ 7％ 0.5％ ６０.５％ 

H30 185 
12 33 33 10 17 2 １０７ 

6％ 18％ 18％ 5％ 9％ 1％ ５７％ 

R1 314 
31 63 63 12 17 2 １８８ 

9％ 20％ 20％ 3％ 5％ 0.6％ ５７.６％ 

（※第 2号被保険者数 H29年度―５人、H30年度―7人、R1年度―９人） 

介護認定を受けた人のうち、毎年約 60％の方が認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上

です。Ⅱ以上では、家族支援や介護サービス等、誰かの支援がないと適切な状態での生活

は困難です。認知症がさらに進行すると在宅介護支援の限界となり、施設系サービスのニ

ーズが高まります。第 7期計画では、認知症グループホーム 2ユニット（定員 18名）

が令和 2年 4月に開設されました。 

 

《認知症高齢者の日常生活自立度》 

ランク 判 断 基 準 

Ⅰ 軽度の認知症はあるが、日常生活は自立している。 

Ⅱ 日常生活や意思疎通に多少の困難さはあるが、誰かが注意していれば自立できる。 

  Ⅱa 道に迷ったり、買い物や金銭管理等、今までできたことにミスが目立つ。 

  Ⅱb 服薬管理ができない。電話対応や来客対応など独りで留守番ができない。 

Ⅲ 意思疎通に困難さが見られ、日常生活にも介護が必要。 

  Ⅲa 
（日中を中心に）着替えや食事等身の回りのことができない。徘徊や火の不始末等の問題行動があ

る。 

  Ⅲb 
（夜間を中心に）着替えや食事等身の回りのことができない。徘徊や火の不始末等の問題行動があ

る。 

Ⅳ Ⅲと同様な状態が頻繁にみられ、常に介護が必要。 

M 妄想や興奮等の精神状態に起因する問題行動や重い身体疾患が継続し、専門医療が必要な状態。 
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●認知症に関する相談（年齢別・世帯別） 

 

●上記相談のその後の状況 

 ※GH（グループホーム） 

 

 ７０代からの相談件数が増えています。認知症の若年化は介護の長期化が懸念されます。 

独居・高齢者世帯は５０％以上です。その他の世帯も５０％ですが、家族が病気、介護者が

一人、家族の理解力不足等、介護力の低下が見受けられます。 

在宅生活を継続することに不安を感じたり、限界を来たすと施設サービス利用となりま

す。平成２８年度相談者のうち在宅継続者はいません。 

認知症の発症を遅らせたり、進行の予防、認知症になってもできる限り在宅で過ごせるよ

う、認知症予防対策、認知症の理解を深めるための普及啓発、早期発見・早期対応、介護者

支援など認知症への対応力の強化を今後も継続していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   年齢別 世帯状況 

年度 件数 
７５才 

未満 

７５～ 

７９ 

８０～

８４ 

８５才 

以上 
独居 

高齢 

世帯 
その他 

H２９ ２１ 1 ６ - 14 ８ ２ １１ 

H３０ ２０ １ ２ ４ 13 ４ ７ ９ 

R1 ２０ ２ 6 ４ ８ ５ ５ １０ 

  
 

現在の状況（R2年１０月末） 

 年度 件数 GH GH 以外の施設 在宅 その他 備考（その他の内訳） 

H２８ １５ ２ ６ - ７ 入院 2、死亡２、転出３ 

H２９ ２１ 1 ８ 9 ３ 死亡 3 

H３０ ２０ - ８ 9 ３ 死亡 2、転出 1 

R1 ２０ １ ２ １３ ４ 死亡 3、転出 1 
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（４）在宅介護実態調査（令和 2年度実施） 

   目的：「地域包括ケアシステム」の構築という観点に加え「地域に不足している 

サービスの種類・量」を把握するため 

   対象者：要支援１・２、要介護 1～５の在宅者 

   実施方法：担当ケアマネージャーによる聞き取り 

   実施者数：１７８人 

    

①世帯類型                                        

    

                

      

 

 

②介護を受けているご本人の性別 

 
 

 

 

単身

33%

夫婦のみ

23%

その他

44%

男性

28%

女性

72%

単身 夫婦のみ その他 未記入 

58人 41人 77人 ２人 

男性 女性 未記入 

48人 126人 ４人 
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③介護を受けているご本人の年齢              （単位：人） 

 

 

④介護度別                        （単位：人） 
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⑤施設申込みの検討 

 

検討していない 検討している 入所・入居申込み済  未記入 

133人 24人 20人 １人 

申込先内訳 

 

 

 

 

⑥家族や親族からの介護はどれくらいありますか（別居も含む/単位：人） 

 

 

検討していない

75%

検討している

14%

入所・入居申込み済

11%

24

19

22

10

102

ない

週１回以下

週１～２

週３～４

ほぼ毎日

0 20 40 60 80 100 120

知内 木古内 その他 

１８人 １人 １人 
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⑦サービス利用状況 

●訪問介護                          （単位：人） 

 

 

●通所介護（デイサービス）                  （単位：人） 
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●短期入所（ショートステイ）                （単位：人） 

 

 

●通所リハビリ（デイケア）                 （単位：人） 
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●訪問看護 

 

●訪問リハビリ         ●居宅療養管理指導、訪問診療 

 週 1回 1人          月１回 ７人 

 月 1回 7人          月２回 1人 

 

⑧在宅生活継続に必要・更なる充実が必要なサービス 
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（５）高齢者日常生活調査（令和１年度実施） 

調査対象：７０歳以上で介護認定を受けていない者及び要支援１・２の者 

調査実施数：９４４人 

      

① 調査対象者年齢                    （単位：人） 

 

 

② 世帯状況                       （単位：人） 
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③ 介護が必要になったらどこで過ごしたいですか        （単位：人） 

 

    ※その他・・・わからない、考えられない 

 

④  今困っている事・心配な事               （単位：人） 
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７０歳以上で介護認定を受けていない者及び要支援１・２の者のうち、単身・夫婦のみの

世帯が半数以上でした。元気な高齢者が支援をするという時代ですが、限界もあると思われ

ます。「在宅生活継続に更なる充実が必要なサービス」に特になしという回答が一番多かっ

たですが、外出同行、移送サービス、掃除、洗濯、調理という回答が多く、現状あるサービ

スを確保し、困った時にはいつでもサービスを受けられる体制づくりに努めます。 
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第３章 計画推進のための基本理念及び目標     

 

１． 基本理念  

 

  住み慣れた安心できる環境において、生きがいを持って、健康で長生きをし、お互いに

支えあう地域で暮らすことがすべての町民の願いです。 

  その実現のために、行政や地域関係団体、各種サービス事業者などがそれぞれの役割を

分担し、協働しながら施策の推進を図るための基本理念を次のように定めます。 

 

 【基本理念】 

 

 

 

 

 

２． 基本目標  

 

 本計画においては、基本理念の実現に向け４つの基本目標を設定します。 

 

◇ 健やかに暮らせるまちづくり 

 健康で元気に暮らし続けるためには、病気あるいは要介護状態にならないように、

町民が自ら健康づくりや介護予防を意識することが重要です。生活習慣病や加齢・

疾病による機能低下をできるだけ防ぎ、要介護状態にならないための健康づくりや

介護予防事業の取組みを進め、また、要介護状態になったとしてもその状態の軽減

や悪化防止に努めます。 

 

◇ 活動的に暮らせるまちづくり 

 高齢者が、スポーツや趣味活動などを楽しみ、その有する能力をできる限り発揮

し、社会の一員として活躍できる場を作り、生きがいをもって暮らせるようなまち

づくりを進めます。 

 

◇ 安心して暮らせるまちづくり 

 70歳以上の高齢者の 7割が一人暮らしか高齢者のみの世帯で、病気や介護、緊

急時の対応に不安を感じている高齢者が多いです。住み慣れた家庭や地域で暮らし

続けられるよう、介護サービス、生活支援サービス等の充実・強化を図るとともに、

保健・医療・福祉にわたる各種サービスの包括的・継続的な提供体制の整備を進め

一人ひとりが笑顔あふれ、心豊かでぬくもりのあるまち 
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ます。 

 また、緊急時や災害時には迅速かつ効率的な支援を提供できるよう、町内会や民

生委員及び関係機関と連携して体制整備に努めます。 

 

◇ みんなで支えあうまちづくり 

 高齢化が進む一方で、介護保険施設や地域団体が、高齢者の生活支援等に対応す

るには限界があり、高齢者の生活を支える地域の資源は限られています。介護職の

人材確保、地域のボランティアの高齢化が進んでいることなどが課題となっており、

そのため、一人ひとりが地域の担い手として高齢者を支え、あるいは支えられるま

ちづくりを進めていくことが重要です。 

 また、地域の担い手が限られる中で、元気な高齢者自身も地域の担い手として活

躍する場があることで、生きがいをもち、それによってさらに健康づくりや介護予

防につなげる視点が重要です。 

 地域でお互いに支えあっていくことは、高齢者福祉・介護に限らず、子育て支援

や障がい者支援などにもつながると考えられます。そのため、地域の課題をみんな

で共有し解決できるよう、「知内町生活支援地域支え合い協議会」で協議しながら

支え合うまちづくりを進めます。 

 

これらの目標を達成するために、第８期介護保険事業計画において、以下の４点

を重点課題とし、事業の推進・検討を図ります。 

 

① 介護予防事業 

② 生きがいづくり 

③ 生活支援サービス事業の充実 

④ 認知症対策 
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３． 施策の方向性と取組み  

 

基本目標 施策の方向性・目的 主な取組み 参照指標 

健やかに暮ら

せるまちづく

り 

健康づくり 

元気高齢者が増える 

 

介護予防 

健康寿命の延伸 

・各種健康診断・予防接種 

・生活習慣病改善教室 

・健康相談・訪問指導 

・重症化予防 

◎介護予防教室 

◎介護予防講演会 

◎通所型サービス C 

◎訪問型サービス C 

◎介護予防自立支援に資するケア

マネジメント支援 

◎高齢者の保健事業と介護予防の

一体的な実施 

 

受診率 

介護認定率 

教室開催数、参加

人数 

 

教室前後の変化 

主観的健康状態 

 

要介護認定を受

けた者の改善又

は維持の割合 

活動的に暮ら

せるまちづく

り 

積極的な社会参加 ・各種敬老事業 

・老人クラブ事業の支援 

・町内会活動 

・いきいきサロン活動 

・ボランティア活動 

◎就労やボランティアの場作りの

検討 

・各種サークル 

 

外出頻度 

通いの場の設置

数、回数、参加

者数 

 

 

 

サークル数、参加

者数 

安心して暮ら

せるまちづく

り 

適正な介護保険サー

ビスの充実 

 

認知症への理解 

 

緊急時対応 

・介護保険サービスの供給 

・在宅福祉サービスの充実 

・総合相談 

・権利擁護事業 

◎医療介護連携推進事業 

◎認知症総合支援事業 

◎地域ケア会議の継続・充実 

◎高齢者見守り支援ネットワーク 

・自主防災組織 

◎緊急時連絡シート 

◎地域公共交通確保維持改善事業

協力 

後期高齢者数 

後期高齢者認定率 

 

 

在宅サービス従事

者数 

年齢構成 

 

緊急連絡シート配

布数 
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みんなで支え

あうまちづく

り 

生活支援サービスの

創出のための状況把

握 

 

◎ボランティア活動 

◎人材育成 

◎認知症サポーター養成講座 

・訪問安心見守りサービス 

◎高齢者見守り支援ネットワーク 

◎災害時避難行動要支援者の把握 

・自主防災組織 

 

ボランティア支

援希望の数 

 

※ ◎印については第８期計画において重点的に取組む事業です。 

 

 

４． 日常生活圏域  

 

  介護保険事業計画においては、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続することができ

るようにするため、日常生活の圏域に分け、事業を実施することとしています。 

  知内町においては、人口、サービス提供体制等の状況を考慮し、知内町全体を１つの圏

域として設定しています。 

 

 

 
（健康体操教室） 
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第４章 高齢者保健福祉事業            

 

１．第 7期計画の達成状況と課題  

 

 計画の見直しにあたり、第 7 期計画の高齢者保健福祉事業の達成状況について評価を行

いました。実績内容については以下のとおりです。 

 

 
事業名 H30実績 R1実績 R2実績 

高
齢
者
の
社
会
参
加
と
生
き
が
い
づ
く
り 

高齢者の集い 参加者 230人 参加者 230人 コロナ感染拡大防止

のため中止 

シルバースポ－ツ大

会 

参加者 300人 参加者 278人 コロナ感染拡大防止

のため中止 

ふれあい農園 参加者 100人 参加者 105人 コロナ感染拡大防止

のため中止 

知内みらい大学 【知内みらい大学】 

8回 277人参加 

【地域みらい学級】 

8回 155人参加 

【知内みらい大学】 

8回 277人参加 

【地域みらい学級】 

5 回 87人参加 

【知内みらい大学】 

2 回予定 

【地域みらい学級】開

催予定 

老人クラブ みらい大学やふれあ

い農園参加等、各老人

クラブで計画し活動。 

みらい大学やふれあ

い農園参加等、各老人

クラブで計画し活動。 

未定 

自主サークル 【高齢者が所属して

いるもの】文化団体協

議会所属の会、サーク

ル…21 団体 

スポーツ団体（卓球、

テニスなど）…4 団体 

【高齢者が所属して

いるもの】文化団体協

議会所属の会、サーク

ル…21 団体 

スポーツ団体（卓球、

テニスなど）…4 団体 

文化団体所属 20 団

体 6 月～活動再開 

スポーツ団体 4団体

6 月～活動再開 

高齢者向きのスポー

ツ推進 

ノルディックウォー

キング教室やレディ

ーススイミング教室

開催のほか、指導者を

派遣しての運動指導

を実施 

ノルディックウォー

キング教室やレディ

ーススイミング教室

開催のほか、指導者を

派遣しての運動指導

を実施 

未定 
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高
齢
者
の
健
康
づ
く
り 

特定健診・後期高齢者

健診 

特定健診(40～74)受

診者 342 人(受診率

37.6％) 

後期健診（75～）受診

者  88 人 (受診率

10.6％） 

特定健診(40～74)受

診者 305 人(受診率

34.2％) 

後期健診（75～）受診

者  87 人 (受診率

11.3％） 

特定健診(40～74)参

加者 124 人 

後期健診（75～）参加

者 55 人 

※7月末現在 

がん検診 【胃がん】374 人 

【肺がん】467 人 

【大腸がん】407 人 

【前立腺がん】165人 

【乳がん】109 人 

【子宮がん】101 人 

【胃がん】391 人 

【肺がん】475 人 

【大腸がん】426 人 

【前立腺がん】180人 

【乳がん】113 人 

【子宮がん】98人 

【胃がん】456 人 

【肺がん】550 人 

【大腸がん】500 人 

【前立腺がん】220人 

【乳がん】140 人 

【子宮がん】140 人 

結核検診 58人 73人 コロナ感染拡大防止

のため中止 

脳検診 141 人 129 人 130 人 

健康相談 178 人 138 人 150 人 

健康づくり教室 

介護予防教室 

【転倒予防教室】 

36回 252 人 

【エンカサイズ教室】

12回 205 人 

【水中運動教室】 

6回 34 人 

【脳☆体キラッと教

室】12回 208 人 

【介護予防講演会】 

1回 39 人 

【転倒予防教室】 

36回 243 人 

【エンカサイズ教室】

9回 191人 

【水中運動教室】 

5回 15 人 

【脳☆体キラッと教

室】9 回 143 人 

【介護予防講演会】 

1回 92 人 

【転倒予防教室】 

36回 240 人 

【エンカサイズ教室】 

中止 

【水中運動教室】 

中止 

【脳☆体キラッと教

室】16回 245 人 

【介護予防講演会】 

1回 27 人 

訪問指導 439 件 445 件 448 件 

予防接種 【インフルエンザ】

755 人 

【肺炎球菌】 

51人 

【インフルエンザ】

756 人 

【肺炎球菌】 

20人 

【インフルエンザ】 

750 人（見込） 

【肺炎球菌】 

①101人 

②82 人 
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高
齢
者
在
宅
福
祉
サ
ー
ビ
ス 

緊急通報装置貸与事

業 

設置数 

 35 世帯 

設置数  

37世帯 

設置数  

38世帯 

知内温泉施設入浴優

待事業 

配布人数 

 1,071 人 

配布人数 

 962人 

配布人数 

 925人 

こもれび温泉無料送

迎バス 

週１回運行 週１回運行 運営主体が変更 

高齢者等屋根雪下ろ

し助成事業 

1 世帯 該当なし 5 世帯 

除雪サービス事業 48世帯 

 1,358 回 

50世帯 

 640回 

50世帯 

 1,000 回 

福祉灯油購入費助成

事業 

251 世帯 260 世帯 280 世帯 

寝たきり老人当介護

手当 

対象者なし 対象者なし 対象者なし 

家族介護慰労事業 対象者なし 対象者なし 対象者なし 

家族介護用品支給事

業 

対象者なし 利用者 9 人 利用者 10 人 

外出支援サービス事

業 

利 用 人 数 82 人 

1,358 回 

利 用 人 数 65 人 

1,672 回 

利用者 70 人  

1,600 回 

訪問サービス事業(安

否確認) 

17件 1,446 回 16件 1,407 回 20件 1,450 回 

有料軽度生活援助事

業 

利 用 人 数  23 人 

137 回 

利 用 人 数  18 人 

80回 

利 用 人 数  20 人 

90回 

地
域
に
お
け
る
支
え
合
う
体
制

づ
く
り 

地域住民や組織が保

健・医療・福祉などの

関係機関と連携を図

り、協働しながら高齢

者を支える体制「高齢

者見守り支え合いネ

ットワーク」を推進す

るための支援を行う 

【全体的な見守り体制】 

町、民生委員、町内会協働で要援護者台帳を毎年更新、

整備している。町内会によっては誰を見守るのか決めら

れている。 

【個別的な見守り】 

家族、友人等、個人のつながり、民生委員や関係機関

との連携、訪問安心見守りサービスの活用により異常の

早期発見対応。 

 

 「高齢者の社会参加と生きがいづくり」については、平成 30 年度と令和 1 年度はすべ

ての事業において実施できましたが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響から、

多くの事業が中止または実施数減となりました。 
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「高齢者の健康づくり」では、特定健診の受診率が減少していることから向上対策が必要

です。その他の事業は令和２年度で一部中止しているものの概ね実施できました。 

「高齢者在宅福祉サービス」では、こもれび温泉無料送迎バスの運行について、令和 2年

度からは運営主体者が変更となりました。一部事業において対象者がなかったものの概ね

実施できました。 

「地域における支え合う体制づくり」では、町・民生委員・町内会の協働体制が図られて

います。今後もさらなる支援が必要と考えます。 

 

 

２． 高齢者保健福祉事業  

 

第 7 期における事業を継承し、生きがい活動の場の提供や健康づくりの推進を図るほ

か、住み慣れた地域で安心した生活が送れるよう、必要な支援を行います。 

 

（１）高齢者の社会参加と生きがいづくり 

 高齢者が自ら持っている知識や能力を発揮し、地域の中で生きがいを持ちながら社会

参加することは、介護予防の観点からも重要です。そのため、今後、さらに高齢者が元気

でいきいきと積極的に社会参加ができるよう、ボランティア活動や就労の場について検

討する必要があります。 

 

事 業 名 事業内容 

高齢者の集い 町内在住の７５歳以上の方を対象に、長寿をお祝いし

祝賀会を開催するとともに、喜寿（７７歳）、米寿（８

８歳）、白寿（９９歳）、百寿（１００歳）になられた

方に記念品を贈呈。 

シルバースポーツ大会 町内在住の６０歳以上の方を対象に、高齢者の生きが

いと健康保持のためにスポーツ大会を開催。 

ふれあい農園 町内の幼稚園・保育園児と、イモ植えや収穫、レクリ

エーションなどを通して世代間交流。 

知内みらい大学 受講生相互の親睦や地域との交流を通して、生涯学習

することを目的とする。 

老人クラブ 地域における高齢者相互の親睦や地域社会との交流

などを通じ、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上

に資することを目的とする。町内会ごとに１３クラブ 

自主サークル 文化やスポーツなど多岐に渡る自主的なサークル活

動  
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高齢者向きのスポーツ推進 ゲートボール、パークゴルフ など 

 

 

     （ふれあい農園）          （シルバースポーツ大会） 

 

（2）高齢者の健康づくり 

  高齢者が健康で元気に暮らし続けるためには、町民自ら健康づくりを意識することが

重要です。健康づくりは介護予防にもつながるため、連続的、一体的に事業を展開し、健

康寿命（寝たきりや認知症にならない期間）の延伸を図ります。 

 

事 業 名 事業内容 

特定健診・後期高齢者

健診 

４０歳から７４歳の国保加入者及び７５歳以上の後期高

齢者医療保険加入者を対象に健康診査を実施し、異常の早

期発見・早期治療による適切な処置、また、健診結果に応

じた生活習慣の見直しなどの健康づくりの支援をします。 

がん検診 各種がん検診（胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、

乳がん、子宮がん）を実施し、早期発見・早期治療による

適切な処置、健康的な生活習慣を身につけるきっかけづく

りを支援します。 

結核検診 ６５歳以上の町民を対象に、結核検診を実施し、早期発見・

早期治療による適切な処置につながるよう支援します。 

脳検診 ４０歳以上の町民を対象に、異常の早期発見・早期治療に

よる適切な処置、また、健診結果に応じた生活習慣の見直

しなどの健康づくりの支援をします。 

健康相談 知内みらい大学や各事業において依頼により健康相談を

実施し、必要な支援を実施します。また、保健センターに

おいて随時実施しています。 

健康づくり教室 

介護予防教室 

地域の組織、団体、事業所等からの依頼及び町主催により、

健康づくりや介護予防をテーマとして実施します。 
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訪問指導 保健指導、介護予防、要介護認定者等に対し訪問指導を実

施し、必要時には関係機関との連携を図りながら継続的な

支援を行います。 

予防接種 インフルエンザの予防接種及び肺炎球菌予防接種の助成

を行い、高齢者の健康の保持増進を図ります。 

 ※事業内容については、年度により変更あり。 

 

（3）高齢者在宅福祉サービス 

  高齢者在宅福祉サービスは、一人暮らしの方や支援が必要な高齢者の方などが、住み慣

れた地域で安心して自立した生活を送るために支援するものであり、今後も各種サービ

スの実施方法の改善や充実、制度の周知を図り、サービスの提供に努めます。 

 

サービス名 対  象  者 サービスの内容 

緊急通報装

置貸与事業 

虚弱な一人暮らしの方や、高齢者世帯

の方などで、突発的に生命に危険を及

ぼすような持病がある方、または極度

に歩行が困難な方等。 

急病、災害時に消防署へ直接通報が入る

機器を無償貸与する。 

温泉施設入

浴優待事業 

町内在住の７０歳以上の方、身体障害

者手帳３級以上の交付を受けている

方及び療育手帳Ａの交付を受けてい

る方。 

特別利用券（無料優待券）を優待期間の

月数に応じて、最大１２枚交付する。 

高齢者等屋

根雪下ろし

助成事業 

６５歳以上の高齢者世帯、障がい者世

帯、介護サービス受給世帯、母子家庭

世帯で、いずれも市町村民税非課税世

帯に限る。 

町内の指定業者等による屋根の雪下ろ

し作業代の助成。基準額を５０,０００

円とし、基準額の９割（助成限度額 

４５,０００円）を助成する。 

除雪サービ

ス事業 

６５歳以上の町内に身寄りのない高

齢者で除雪が困難な方。 

玄関から生活用道路までの除雪を行う。 

福祉灯油購

入費助成事

業 

７０歳以上の高齢者及び障がい者世

帯、１８歳未満の子どもを養育するひ

とり親世帯で、いずれも市町村民税非

課税世帯に限る。 

高齢者世帯等について、１世帯あたり 

１０ ,０００円の灯油購入券を交付す

る。 

寝たきり老

人等介護手

当 

６５歳以上の在宅の寝たきり老人及

び認知症老人等と同居し、日常生活の

介護をする方。 

介護者に対し、日常生活での介護の労を

ねぎらうために支給する手当。 

（月額７,０００円） 

家族介護慰

労事業 

要介護者（要介護４・５）を介護して

おり、過去１年間介護サービスを受け

介護慰労金を支給することにより、家族

の身体的、精神的、経済的負担の軽減を
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ていない家族。 図る。（年額１０万円） 

家族介護用

品支給事業 

要介護４または５と認定された市町

村民税非課税世帯の介護者。 

在宅で介護をしている家族に、紙おむつ

や清拭用品などの介護用品を支給。（月

額６,２５０円まで） 

外出支援サ

ービス事業 

要介護認定者及び障害程度区分認定

者で、一人で外出が困難な方。 

公共交通機関を利用することが困難な

方に、通院や買い物等の外出時の送迎支

援。 

訪問サービ

ス事業（安否

確認） 

虚弱または緊急性が高い疾病を持つ

一人暮らし・高齢者世帯の高齢者等。 

安否の確認や孤独感の解消を図るため

に、訪問や電話を行う。 

有料軽度生

活援助事業 

６５歳以上の高齢者で、ヘルパーによ

る援助を必要とする方。 

日常生活に関する援助や身体に関わる

援助。（１人１時間１,９８０円） 

※令和２年３月３１日現在 

※サービス内容については、変更あり。 

 

（４）地域における支え合う体制づくり 

７０歳以上の高齢者で一人暮らし又は高齢者のみの世帯は７割です。また、介護が必要

になっても自宅で過ごしたい方は５割弱です。今後、支援を必要とする高齢者が更に増え

ると予測されます。「高齢者がいきいきと自分らしい生活ができるように」、次の５つの視

点が重要です。 

 

視 点 対         策 

介護予防 介護予防事業、普及啓発、見守り 

孤立防止 見守り、個別訪問 

虐待予防 普及啓発、見守り、介護サービス 

認知症支援 認知症施策（第７章参照） 

災害時の支援 要援護者台帳整備、日頃からの見守り、防災意識の向上 

  

５つの視点を網羅的に充足するために、個別支援を通しての見守りだけでなく、全体的

な見守り体制を整備し活用してきました。 

今後も地域住民、関係機関、団体が連携を深め、協働し、困り事への早期発見対応につ

ながる体制「高齢者見守り支えあいネットワーク」を推進します。 

また、「知内町生活支援地域支えあい協議会」を開催し、高齢者の生活支援について課

題共有・協議を踏まえ、地域住民・関係機関と協働し、課題解決へ向けた取組みを検討し

ます。 
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知内町地域包括支援ネットワーク 

「高齢者見守り支えあいネットワーク」 

 

 

 

 

 

           ・困っている人を早く発見する 

           ・困ったときに相談にのる 

           ・困ったことに対応する 

           ・困らないように支えあう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

孤立防止

見守り、訪問

虐待防止

普及啓発、見守り、介入

災害支援

台帳整備、普及啓発、

避難プラン

認知症支援

見守り、普及啓発、

徘徊捜索

介護予防

普及啓発、地域活動

高齢者がいきいきとした自分らしい生活ができるように 

身近な地域活動 

家族、親戚、隣人、知人、民生委員、町内会、老人クラブ、 

健康推進委員などによる声かけ、見守り、相談、自主活動など 

町の地域活動 

社会福祉協議会、介護保険施設、医療機関、行政、警察、消防、商工会、 

JA、漁組、金融機関、郵便局、防犯協会 など 
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第５章 介護サービスの現状と将来推計       

 

１． 介護給付（予防）のサービスの選択  

 

（１）在宅の要介護者への介護給付 

在宅の要介護者への介護給付は、在宅サービス・地域密着型サービス・福祉用具購

入・住宅改修・居宅介護支援を対象として組み立てられます。 

介護保険における居宅には、養護老人ホーム・軽費老人ホーム（ケアハウス）・有料

老人ホームの居室を含みます。（介護保険法第８条の２） 

 

（２）要支援者への予防給付 

要支援者は、介護予防ケアマネジメントに基づき、介護予防サービス・地域密着型介

護予防サービス・福祉用具購入・住宅改修を受けることができます。 

 

（３）施設入所者への介護給付 

要介護者は、介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設）に入所し、それ

ぞれの機能に応じた施設サービスを受けることができます。なお、介護老人福祉施設へ

の入所者は、治療や支援の必要な各施設サービスに適合する要介護者に限られます。 
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○要支援１または２に認定された方が受けることができるサービス 

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

自宅で利用する 

サービス 

介護予防訪問入浴介護 

介護予防訪問看護 

介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防居宅療養管理指導 

施設に通ったり、 

宿泊したりして 

利用するサービス 

介護予防通所リハビリテーション（デイケア） 

介護予防通所介護（デイサービス） 

介護予防短期入所生活介護（ショートステイ） 

居宅での暮らしを 

支えるサービス 

介護予防福祉用具貸与 

特定介護予防福祉用具販売 

介護予防住宅改修費の支給 

   

○要介護１～５に認定された方が受けることができるサービス 

在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

自宅で利用する 

サービス 

訪問介護（ホームヘルプサービス） 

訪問入浴介護 

訪問看護 

訪問リハビリテーション 

居宅療養管理指導 

施設に通ったり、 

宿泊したりして 

利用するサービス 

通所介護（デイサービス） 

通所リハビリテーション（デイケア） 

短期入所生活介護（ショートステイ） 

居宅での暮らしを 

支えるサービス 

福祉用具貸与 

特定福祉用具販売 

住宅改修費の支給 

   

○施設サービス内容  

施設サービス 

の種類 

介護老人福祉施設 日常生活全般で介護が必要な方 

介護老人保健施設 自宅に戻るためにリハビリを受けたい方 
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２． サービスの内容  

 

（１）訪問介護（介護予防訪問介護） 

ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排せつ・食事等の身体介護や調理・洗濯・掃

除等の生活援助を行う。 

 

（２）訪問入浴介護（介護予防訪問入浴介護） 

専用のスタッフが専用の浴槽を持参し、入浴の介助を行う。 

 

（３）訪問看護（介護予防訪問看護） 

訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが居宅を訪問し、日常生活上の支援を

行う。 

 

（４）訪問リハビリテーション（介護予防訪問リハビリテーション） 

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、日常生活の自立を助けるリハ

ビリテーションを行う。 

 

（５）居宅療養管理指導（介護予防居宅療養管理指導） 

医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、医学的な管理や指導を行う。 

 

（６）通所介護（介護予防通所介護） 

事業所に通い、食事や入浴など、日常生活上の介護や機能訓練などを受ける。 

 

（７）通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション） 

介護老人保健施設や医療機関などで日常生活上の支援やリハビリテーションを受け

る。 

 

（８）短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護） 

短期間、特別養護老人ホームなどに入所しながら、介護や機能訓練を受ける。 

 

（９）短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護） 

短期間、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入所しながら医学的な管理の

もとで介護や機能訓練などを受ける。 
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（10）福祉用具貸与（介護予防福祉用具貸与） 

居宅での介護に必要な歩行器や、住宅改修を伴わない手すりなどの福祉用具の貸与。 

 

（11）特定福祉用具購入（介護予防特定福祉用具購入） 

福祉用具貸与になじまない入浴や排せつのための用具を購入できるサービス。 

 

（12）住宅改修（介護予防住宅改修） 

要介護者又は要支援者が、より安全、快適に生活できるよう、手すりの取り付け、段

差の解消等の住宅改修を行う。 

 

（13）特定施設入居者生活介護（介護予防特定入居者生活介護） 

入居している有料老人ホームなどからサービスを受けたり、選択により外部からのホ

ームヘルプサービスやデイサービスなどを受ける。 

 

（14）居宅介護支援（介護予防支援） 

介護支援専門員が、本人や家族の希望を聞きながら、状態に最も適した居宅サービス

計画（ケアプラン）を作る。 

 

（15）認知症対応型共同生活介護（介護予防認知症対応型共同生活介護） 

認知症の状態にある高齢者が 5～9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、介護

スタッフによる入浴・排せつ・食事などの日常生活支援や機能訓練を受ける。（※令和

２年４月に開設） 

 

（16）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

２４時間体制で訪問介護と訪問看護との連携により在宅での食事や入浴・排せつ・医

療的ケアを日常生活圏域内で一体的に支援 

 

（17）夜間対応型訪問介護 

夜間の定期的な巡回訪問または通報により、トイレ介助等の支援を行う。 

 

（18）認知症対応型通所介護（介護予防認知症対応型通所介護） 

認知症の居宅要介護者または居宅要支援者が、事業所に通い、食事や入浴など日常生

活上の介護や機能訓練を受ける。 
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（19）小規模多機能型居宅介護（介護予防小規模多機能型居宅介護） 

事業所に通い、デイサービス、ショートステイ、訪問の 3つのサービスを組み合わせ

て日常生活上の介護や機能訓練を受ける。 

 

（20）地域密着型特定施設入居者生活介護 

２９名以下の有料老人ホームなどで日常生活上の支援を受ける。 

 

（21）地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 

自宅では介護が困難な方が入所し、入浴・排せつ・食事などの介護を受ける。（29

人以下の特別養護老人ホーム） 

 

（22）介護老人福祉施設 

日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者等が入所し、食事・入

浴・排せつなど、日常生活の介護や健康管理を受ける。 

 

（23）介護老人保健施設 

病状が安定し、リハビリテーションに重点をおいたケアが必要な高齢者等が入所し、

医学的な管理のもとで日常生活の介護や機能訓練を受ける。 

 

（2４）介護医療院 

急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者等のための医療機関の病床で

あり、医療、看護、介護などが受けられる。 
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３． 介護サービス費の現状と将来推計  

 

介護サービス費総額について、介護認定者数の増加と令和２年４月に開設した認知症

高齢者グループホーム開設に伴う入所者の増加分により、令和 2 年度の介護サービス費

は前年度との対比で３０，３５３千円の増が見込まれています。高齢者（65歳以上）人

口は令和 3 年度以降減少となる見込みですが、介護認定者数は増加傾向が続いているこ

とから、令和 3年度以降も介護サービス費総額は緩やかな増加となる見込みです。 

このため第８期計画では、令和２年度見込みから令和５年度計画までにおいて、２９,

９７９千円の増加となり、年間平均で９,９９３千円の増加となる見込みです。 

 

 

《介護サービス費の現状と将来推計》 

     〔単位：千円〕 

  H30 R1 R2 見込 R3 計画 R4 計画 R5 計画 

介護サービス費総額 382,121 419,918 450,271 474,518 476,825 480,250 

  施設サービス分  216,614 230,964 238,518 234,721 234,850 234,850 

  特定入所者サービス分 34,066 35,333 33,524 36,433 36,639 37,050 

  居宅サービス分 121,743 142,247 164,808 190,164 191,536 193,950 

  高額サービス分 9,698 11,374 13,421 13,200 13,800 14,400 

※ 審査支払手数料は、含まれていません。 

※「居宅サービス分」分につきましては、一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う財

政影響額を除いた後の額となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 40 － 

 

《介護サービス費の現状と将来推計グラフ》 

 

 

〔単位：千円〕 
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４． 介護サービス種類ごとの現状と将来推計  

 

（１）予防給付（要支援１・２） 

《介護サービス種類ごとの現状と将来推計》 

〔単位：人数・回数・千円〕 

 

 

 

 

 

H30
実績

R1
実績

R2
見込

R3
計画

R4
計画

R5
計画

利用延人数 0 0 0 0 0 0

利用延回数 0 0 0 0 0 0

給付費総額 0 0 0 0 0 0

利用延人数 15 16 25 24 24 24

利用延回数 55 64 75 76 74 73

給付費総額 259 281 335 343 337 332

利用延人数 0 0 7 0 0 0

利用延回数 0 0 39 0 0 0

給付費総額 0 0 184 0 0 0

利用延人数 21 24 27 12 12 12

給付費総額 102 125 154 127 127 127

利用延人数 12 18 47 36 36 36

利用延回数 99 101 159 122 122 122

給付費総額 451 513 1,053 868 869 869

利用延人数 8 15 12 12 12 12

利用延回数 35 147 32 60 60 60

給付費総額 196 810 214 385 385 385

利用延人数 266 373 479 552 552 552

利用延回数 7,735 10,757 13,983 16,114 16,114 16,114

給付費総額 1,226 1,821 2,690 3,177 3,177 3,177

利用延人数 9 12 12 12 12 12

給付費総額 284 288 319 434 434 434

利用延人数 16 19 12 24 24 24

給付費総額 1,278 1,495 1,323 1,353 1,353 1,353

利用延人数 0 0 0 0 0 0

給付費総額 0 0 0 0 0 0

利用延人数 0 0 0 0 0 0

利用延回数 0 0 0 0 0 0

給付費総額 0 0 0 0 0 0

利用延人数 288 394 524 612 600 612

給付費総額 1,274 1,758 2,290 2,713 2,660 2,712

5,071 7,092 8,561 9,400 9,342 9,389

区　　　　　分

予
 
防

 
給
 
付
 
（

要
支
援
1
・
2
）

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所リハビリテーション

短期入所

福祉用具貸与

福祉用具購入費

住宅改修費

特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護

介護予防支援

予防給付費総額合計
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（２）介護給付（要介護１～５） 

《介護サービス種類ごとの現状と将来推計》 

〔単位：人数・回数・千円〕 

 

H30
実績

R1
実績

R2
見込

R3
計画

R4
計画

R5
計画

利用延人数 618 523 444 432 432 444

給付費総額 24,738 25,591 26,481 29,750 29,677 29,789

利用延人数 7 10 10 12 12 12

利用延回数 15 30 32 36 37 37

給付費総額 194 394 431 479 496 496

利用延人数 221 181 181 192 192 192

利用延回数 775 980 791 776 776 776

給付費総額 4,188 4,821 4,296 4,562 4,564 4,564

利用延人数 48 38 40 48 48 48

利用延回数 177 142 236 325 319 317

給付費総額 1,034 872 1,233 1,386 1,352 1,333

利用延人数 178 167 185 192 192 192

給付費総額 864 837 1,118 1,454 1,454 1,454

利用延人数 604 668 529 564 576 588

利用延回数 3,203 3,621 3,196 3,442 3,533 3,570

給付費総額 20,722 24,094 22,541 25,224 25,904 26,172

利用延人数 172 211 215 252 252 264

利用延回数 853 1,094 1,187 1,248 1,296 1,380

給付費総額 7,878 10,675 11,884 12,720 13,175 13,856

利用延人数 131 161 144 144 144 144

利用延回数 1,224 1,750 1,849 2,060 2,070 2,082

給付費総額 9,919 12,427 13,589 14,717 14,811 14,913

利用延人数 1 0 0 0 0 0

利用延回数 8 0 0 0 0 0

給付費総額 109 0 0 0 0 0

利用延人数 706 862 867 828 852 852

利用延回数 20,113 24,356 24,945 23,823 24,513 24,513

給付費総額 7,205 8,517 10,221 10,370 10,601 10,601

利用延人数 27 8 12 24 24 24

給付費総額 731 216 717 831 831 831

利用延人数 19 6 12 12 12 12

給付費総額 1,754 1,043 1,505 840 840 840

利用延人数 56 50 56 36 36 36

給付費総額 9,969 9,362 10,225 8,582 8,587 8,587

利用延人数 61 63 137 144 144 144

利用延回数 1,833 1,875 3,888 4,087 4,087 4,087

給付費総額 15,315 15,930 30,282 40,447 40,470 40,470

利用延人数 30 80 51 48 48 48

利用延回数 859 2,132 1,496 1,408 1,408 1,408

給付費総額 3,624 8,897 8,932 7,161 7,165 7,165

利用延人数 8 55 93 84 84 96

給付費総額 255 2,162 5,277 5,711 5,728 6,653

利用延人数 1,331 1,377 1,257 1,188 1,188 1,212

給付費総額 17,607 18,680 17,184 16,530 16,539 16,837

利用延人数 758 799 795 792 792 792

利用延回数 21,921 23,383 23,709 23,620 23,620 23,620

給付費総額 173,865 188,397 191,581 193,972 194,079 194,079

利用延人数 95 82 76 84 84 84

利用延回数 2,858 2,388 2,164 2,392 2,392 2,392

給付費総額 23,493 21,262 19,849 22,916 22,928 22,928

利用延人数 15 29 40 48 48 48

利用延回数 487 836 1,189 1,427 1,427 1,427

給付費総額 4,748 8,752 14,047 17,833 17,843 17,843

利用延人数 11 8 6 0 0 0

給付費総額 4,540 2,536 1,572 0 0 0

332,497 365,465 392,964 415,485 417,044 419,411

介護療養型医療施設

介護給付費総額合計

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

地域密着型通所介護

居宅介護支援

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

認知症対応型共同生活介護

区　　　　　分

介
　
護

　
給
　
付
　
（

要
介
護
１
～

５
）

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所

短期入所療養（老健）
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第６章 地域支援事業               

 

１． 介護予防・日常生活支援総合事業  

 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

 

① 訪問型サービス                  （単位：人・千円） 

 

② 通所型サービス                  （単位：人・千円） 

   

サービスA に関しては訪問・通所共に該当する事業所が表面化したら指定又は委託を 

検討します。 

サービス Bに関しては、住民、既存の団体、関係機関との協議のもと検討します。 

サービスAB共に必要量についても調査していきます。 

 

③ その他の生活支援サービス 

（ア） 栄養改善を目的とした配食はニーズ把握、実現性を検討 

（イ） 定期的な見守り及び緊急時の対応  

訪問安心見守りサービス（社協委託） 

緊急連絡シートの配布・・・７０歳以上で独居又は高齢のみの世帯 

 

④ 介護予防ケアマネジメント             （単位：件） 

H30 実績 R1 実績 R2 見込 R3 計画 R4 計画 R5 計画 

536 442 400 ４１０ ４１０ ４１０ 

  H３０ 

実績 

R1 

実績 

R2 

見込 

R3 

計画 

R4 

計画 

R5 

計画 

従前相当 

サービス 

利用延人数 ３５０ ３１６ ２５２ ３１２ ３４８ ３８４ 

給付費総額 5,311 4,638 3,813 4,600 5,200 5,800 

サービスC 利用延人数 １７ １４ １４ １５ １５ １５ 

  H３０ 

実績 

R１ 

実績 

R２ 

見込 

R３ 

計画 

R４ 

計画 

R５ 

計画 

従前相当サ

ービス 

利用延人数 420 405 358 396 420 444 

給付費総額 9,728 9,223 8,710 9,300 9,900 10,500 

サービス C 利用延人数 １４９ ２１１ ２５０ ２５５ ２６０ ２６５ 



－ 44 － 

 

（２）一般介護予防事業 

① 介護予防把握事業 

生活支援コーディネーターによる日常生活調査と合わせて介護予防調査を実施し

ます。介護予防の必要性がより高い高齢者を把握し、介護予防活動につなげます。 

② 介護予防普及啓発事業 

介護予防に資する基本的な知識を普及するため、介護予防教室や介護予防講演会、

広報誌記事掲載などを行います。 

③ 地域介護予防活動支援事業 

なじみのある地域での「いきいきサロン」の継続、暮らし・介護予防サポーター

養成講座により介護予防に関する情報や提供サービスの伝達を行い、地域における

住民主体の介護予防活動の育成・支援を行います。 

④ 一般介護予防事業評価事業 

一般介護予防事業の事業評価を行います 

⑤ 地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取組みを機能強化するためリハビリテーション専門職等

の関与を促進します。 

 

 

２． 包括的支援事業  

 

（１）介護予防ケアマネジメント 

高齢者の自立保持のための身体的・精神的・社会的機能の維持向上を目的に、介護予防

事業や予防給付が効果的に提供されるよう、予防給付によるサービスを利用する高齢者

に対して、要介護認定を受けるなど、適切なサービスにつなげる支援を行います。 

 

（２）総合相談・支援事業 

高齢者が住み慣れた地域で安心して、その人らしい生活を続けていくことができるよ

う、どのような支援が必要かを総合的に把握し、地域における適切なサービス、関係機関

または制度の利用につなげる等の支援を行います。 

 

（３）権利擁護事業 

高齢者虐待の防止、消費者被害の防止、成年後見制度の利用など、高齢者の権利擁護に

関する相談や対応困難な事例の増加が見込まれることから、関係機関との更なる連携を

図り、事例に即した専門的・継続的な支援を行います。高齢者見守り支えあいネットワー

クを活用し、支援の必要な高齢者の早期発見・見守りを行います。 
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（４）包括的・継続的ケアマネジメント 

包括的・継続的なサービスが提供され高齢者が地域において自立した日常生活を営む

ことができるよう、既存の「地域ケア会議」を活用し、介護支援専門員、地域の関係機関

等との連携、在宅と医療、施設との連携を強化し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、

包括的かつ継続的に支援していきます。そのために地域における連携・協働の体制づくり

や介護支援専門員に対する支援を行います。 

 

 

３． 任意事業  

 

地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことが

できるようにするため、地域の実情に応じた必要な支援を行います。 

 

（１）介護給付等費用適正化事業 

介護（予防）給付について真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されて

いないかの検証、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図り、介護給付等に

要する費用の適正化のための事業を実施します。 

①認定調査状況チェック 

②ケアプランの点検 

③住宅改修等の点検 

④医療情報との突合・縦覧点検 

 

（２）家族介護支援事業 

家族で介護している方の支援のため必要な事業を実施します。 

①家族介護支援事業 

②認知症高齢者見守り事業 

③家族介護継続支援事業 

 

（３）その他の事業 

高齢者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業を実施します。 

①成年後見制度利用支援事業 

②福祉用具・住宅改修支援事業 

③地域自立支援事業 
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第７章 地域包括ケアシステム構築に向けて     

 

  高齢者が住み慣れた地域で自立した生活をすることができるよう、医療、介護、介護予

防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシステム」の実現

に向けた取組みを進めます。 

  また、町民の地域福祉に関する意識の向上を図るとともに、さまざまな問題を抱えた高

齢者を発見し、早期に支援へつなげられるよう、「高齢者見守り支え合いネットワーク」

の強化を図ります。 

 

 

１． 在宅医療・介護連携の推進事業  

 

  医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らし

を人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護事業者などの関係者の連携

を推進していきます。 

 

（１） 地域の医療・介護資源の把握 

地域の医療機関、介護事業所等の住所・連絡先、機能等を把握し、リストを作成、

地域の医療・介護関係者に配布 

 

（２） 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討 

「地域ケア会議」における個別事例の検討を通して、多職種協働によるケアマネジメ

ント支援を行うとともに、地域づくりについて協議・検討を行い、地域のネットワーク

構築につなげ、サービスの質の確保・向上を目指します。 

 

（３） 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

 

（４） 医療・介護関係者の情報共有の支援 

 

（５） 在宅医療・介護連携に関する相談支援 

地域包括支援センターに地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口設置 

 

（６） 医療・介護関係者の研修 

 

（７） 地域住民への普及啓発 

広報、HP等で在宅医療・介護サービスを公表します。 
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（８） 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携 

※（３）（４）（６）（８）について、町単独での実施は困難です。入院病床のある木古内町国保病院が

この地域での医療サービスの中心的役割を担っているため、木古内町国保病院との連携強化が必要で

す。そこから他の診療所、医院、函館市内の病院との連携強化にもつながります。平成３０年度より、

木古内町国保病院に協議会事務局を設置しており、木古内町、知内町、福島町３町合同実施により事

業を行います。 

 

 

２． 認知症施策の推進  

 

  認知症施策推進大綱に基づき、認知症高齢者が尊厳を保ちながら、住み慣れた地域で安

心して生活を続けることができるようにするため、次に掲げる取組みを進めます。 

地域住民が、認知症についての理解を深め、関係機関と連携し、地域全体で認知症高齢

者及びその家族の生活を支えていきます。 

  

（１）普及啓発 

認知症サポーターを養成し、正しい知識のある人を増やします。認知症ケアパスの普及

により認知症になった時や疑われる場合の相談先や、認知症の早期発見・診断により、早

期の段階から適切な対応を図れるよう正しい知識を普及します。 

 

（２）認知症の予防及び早期発見 

町民が認知症の予防や早期発見・対応ができるように、介護予防教室や通いの場におけ

る健康教育、認知症に関する講演会を実施します。 

 

（３）医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

認知症の人やその家族が安心して生活できるためには、専門的な支援が必要です。その

ため、認知症初期集中支援チームや認知症地域支援推進員を設置し、早期に適切な支援を

行い、必要なサービス等の提供につなげます。 

  

（４）認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援 

住民や関係機関が連携し、認知症の人やその家族を支える支援体制の整備を進めます。

認知症の人や家族が安心して生活することができるよう、地域の中の気づきの目を育て

るとともに、あたたかな見守りや支えあいの体制をつくるために、「認知症サポーター」

を増やし、その人らしく生活できる地域づくりを進めます。 

地域での見守り体制や認知症サポーターによる見守り活動や権利擁護の取組みを推進

し、理解を深めることで若年性認知症の人の社会参加を促進します。 
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３． 生活支援・介護予防サービスの基盤整備の推進  

 

今後、一人暮らしまたは夫婦のみの高齢者世帯など支援を必要とする高齢者の増加に

伴い、生活に沿った支援の提供が必要となってきます。また、社会参加意欲の高い団塊の

世代が高齢化していくことから、元気な高齢者が生活支援の担い手として活躍すること

も期待されています。 

  地域の実情に応じて、住民がお互いに助け合うことを基本とした生活支援・介護予防サ

ービスが必要です。平成２８年度より「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」

を配置しました。地域の社会資源の状況把握、訪問による日常生活状況調査を行い、高齢

者支援のニーズや課題を把握してきました。課題を把握しても地域の関係者との協議や

方向性の一致ができないとサービスは創出されません。 

「協議体（生活支援地域支えあい協議会）」で課題の解決に向けた協議を重ね、検討を

行います。 

 

≪令和元年度高齢者日常生活調査結果 （一部抜粋、⑨及び⑩のみ令和２年度調査結果） ≫ 

実施数： ７０才以上で要介護認定を受けていない者・要支援１、２の者 ９４４人 

 

①車の運転をしている人・・・４９０人 

②免許返納について話し合ったことがある人・・・１５５人 

③デマンドバスを利用しようと考えている人・・・９０人 

 

④病院への移動はどうしていますか               （単位：人） 

 

 

138

417

98

294

53

送迎バス

自家用車

函バス

家族の車

その他

0 100 200 300 400 500

公共バス
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高齢者の生活課題として第一に挙げられるのが「移動手段」です。自分で運転してい

る人は運転できなくなってからの移動手段に不安を感じています。送迎のある病院の

情報提供やデマンドバスがより利用しやすいものになるように担当部門と連携し、整

備していきます。 

 

⑤日用品の買い物はどこでしますか（複数回答、単位：人） 

 

 

⑥食事の準備を自分でしますか（単位：人） 

 

 

 

 

⑦ゴミ出しは自分でしますか（単位：人） 
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⑧除雪は誰がしていますか                （単位：人） 

 

 

⑨今後ボランティアの助けが必要と考えますか       （単位：人） 

  

 

⑩どんな助けが必要ですか                （単位：人） 
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⑪困っている事・不安な事                    （単位：人） 

 

 

生活支援の観点から高齢者の困り事、不安な事として雪かき、草刈、買物、移動手段が挙

げられました。また、今後ボランティアの助けが必要と思っている人は２０８人でした。 

将来への不安軽減に少しでもつながるよう「知内町生活支援地域支え合い協議会」で協議

し、地域の支え合いやサービス確保の取組みを推進していきます。 

 

 

４． 高齢者の住まいの安定的な確保に向けた対策  

 

（１）「高齢者見守り支えあいネットワーク」の構築 

高齢者が、住み慣れた地域で、いきいきと自分らしい生活ができるように、関係機関・

団体等と連携を深め、孤立や虐待、認知症といった様々な問題を抱え支援を必要とする高

齢者を早期に発見し、早期の支援につながるよう地域での支えあいの仕組みづくりを目

指します。 
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（２）高齢者の住まいや生活支援の整備 

  生活に不安を抱える高齢者等が、安心して暮らせるよう、高齢者の居住に関係する部署

等と連携を図りながら、生活支援などの施策や高齢者にふさわしい住まいの整備につい

て検討します。 

 

（３）災害時対策への協力 

災害時の避難行動において支援が必要な高齢者の安全確保は、地域ぐるみの防災意識

の向上と協力が必要です。そのため、防災担当部署と連携して対象者を把握し、要支援者

台帳を整備します。そして、町内会の自主防災組織と連携し、町発行「防災シート」及び

「洪水ハザードMAP」を活用しながら、安否確認や安全な避難行動ができるよう避難対

策の推進に努めます。 

 

（４）感染症予防対策 

日頃から介護事業所等と連携し、訓練の実施や感染拡大防止策の周知啓発、感染症発生

時に備えた平時からの事前準備、感染症発生時の代替サービスの確保に向けた連携体制

の構築等を行うことが重要なことから、以下の対策が必要です。 

１．介護事業所等が感染症発生時においてもサービスを継続するための備えが講じら

れているか定期的に確認。 

２．介護事業所等の職員が感染症に対する理解や知見を有したうえで業務にあたるこ

とができるよう、感染症に対する研修の充実等。 

３．感染症発生時における北海道や保健所、協力医療機関等と連携した支援体制の整備。 

４．介護事業所等における、適切な感染防護具、消毒液その他の感染症対策に必要な物

資の備蓄・調達・輸送体制の整備。 
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第８章 計画期間における介護保険費用額      

 

１． 標準給付費の見込額  

 

（１）介護給付サービス費等費用額の見込み 

   〔単位：千円〕 

  R3 R4 R5 合計 

総給付費 424,885 426,386 428,800 1,280,071 

特定入所者 36,433 36,639 37,050 110,122 

高額サービス 13,200 13,800 14,400 41,400 

審査支払手数料 350 352 355 1,057 

標準給付費見込額 474,868 477,177 480,605 1,432,650 

※「総給付費」分につきましては、施設サービス分と居宅サービス分が含まれています。 

※「総給付費」分につきましては、一定以上所得者の利用者負担の見直しに伴う財政影響額を除いた後

の額となっています。 

 

（２）地域支援事業費の見込み 

                              〔単位：千円〕 

  R３ R4 R5 合計 

地域支援事業 43,894 46,006 47,206 137,106 

 

 

２． 介護保険費用の財源  

 

（１）介護保険給付費及び地域支援事業費の財源 

介護サービスを利用した場合、費用の１割が自己負担となります。（一定以上の所得者

については２割及び３割負担）。残り９割（一定以上の所得者については８割及び７割）

が保険給付となり介護保険料から支払われます。 

財源の内訳は、原則としてその半分は公費（国、道、町）で支払われ、残り半分は第１

号被保険者の保険料（６５歳以上）と、第２号被保険者の保険料（４０歳から６５歳未満）

が充てられます。 
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《介護給付費及び地域支援事業費負担割合内訳》 

〔単位：％〕 

  
国庫 

負担金 

財政調整 
道負担金 町負担金 

第１号 第２号 
合  計 

交付金 被保険者 被保険者 

介護給付（施設分） 15.0  5.0  17.5  12.5  23.0  27.0  100.0  

介護給付（その他分） 20.0  5.0  12.5  12.5  23.0  27.0  100.0  

地域支援（介護予防） 25.0  － 12.5  12.5  23.0  27.0  100.0  

地域支援（包括・任意） 38.5  － 19.25  19.25  23.0  － 100.0  

※ 財政調整交付金の割合は、原則５.０％になっていますが、それぞれの市町村の状況（後期高齢者加

入割合及び所得階層別加入割合等）により異なります。増減した割合分については、第１号被保険者

の負担割合で調整となります。 

 

 

３． 介護保険料  

 

第１号被保険者保険料基準額の算出方法は、次のとおりとなります。 

 

 

【 保険料＝保険料収納必要額÷予定保険料収納率÷補正第１号被保険者数 】 

 

※１ 保険料収納必要額＝（介護給付費総額＋地域支援事業費－準備基金取崩額） 

            ×（２3％－（調整交付金見込割合－５％）） 

 

※２ 補正第１号被保険者数＝所得段階別加入割合（第１段階～第９段階） 

              ×所得段階別基準額割合（０.５～１.７） 

 

 

 

上記計算式のとおり、保険料基準額は下記のとおりとなります。 

 

 年 額 ６４,８００円  

 月 額 ５,４００円 
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４． 介護保険料の負担軽減  

 

（１）第１号被保険者保険料の所得段階 

第８期計画での所得段階設定及び保険料額については、下記のとおりとなります。 

 

《第１号被保険者保険料の所得段階と保険料年額》 

所得段階 所得基準内容 保険料率 年間保険料 

第 1 段階 

本
人
が
町
民
税
非
課
税 

世
帯
非
課
税 

生活保護受給者又は老齢福祉年金受給者 

０.５０ ３２,４００円 

本人の合計所得と課税年金収入額の 

合計が８０万円以下の方 

第 2 段階 
本人の合計所得と課税年金収入額の合計が 

８０万円を超えて１２０万円以下の方 
０.７５ ４８,６００円 

第 3 段階 
本人の合計所得と課税年金収入額の 

合計が１２０万円を超える方 
０.７５ ４８,６００円 

第 4 段階 
世
帯
課
税 

本人の合計所得と課税年金収入額の 

合計が８０万円以下の方 
０.９０ ５８,３００円 

第 5 段階 
本人の合計所得と課税年金収入額の 

合計が８０万円超える方 
１.００ ６４,８００円 

第 6 段階 

本
人
が
町
民
税
課
税 

合計所得金額が１２０万円未満の方 １.２０ ７７,７００円 

第 7 段階 
合計所得金額が１２０万円以上、 

２１０万円未満の方 
１.３０ ８４,２００円 

第 8 段階 
合計所得金額が２１０万円以上、 

３２０万円未満の方 
１.５０ ９７,２００円 

第 9 段階 合計所得金額が３２０万円以上の方 １.７０ １１０,１００円 

 

※保険料月額基準額は、５,４００円となります。 

 保険料率については、国等の施策によって変動する場合もあります。 

 

 



－ 56 － 

 

第９章 計画推進に向けて             

 

１． 関係部署との連携  

 

  本計画を推進するにあたり、さまざまな事業の展開において、庁内の関係部署が幅広く

連携をとり、課題を共有することで各種事業を計画的・総合的に展開し、計画が推進され

るよう図ります。 

 

 

２． 地域関係機関との連携  

 

  本計画の目標達成のために、社会福祉協議会をはじめとする保健・医療・福祉部門の関

係団体や介護保険事業所との連携を一層強化し、本計画の推進を図っていきます。 

 

 

３． 町民との協働  

 

  高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、公的なサービスに加え、地

域の支え合いが必要不可欠です。このため、町民が主体的に活動に取組めるよう、高齢者

保健福祉に関するサービスや情報を提供していくとともに、町民との協力関係を築いて

いきます。 

 

 

 


